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福島市商店街等活性化イベント支援事業 採択方針 

福島市商工業振興課 

１．目的 

  福島市商店街等活性化イベント支援事業の採択にあたり、「福島市商店街等活性化イベ

ント支援事業補助金の交付等に関する要綱」（以下「要綱」という。）の適正な運用を図

るため、所要の事務取扱を定めるものとする。 

 

２．補助対象者 

  要綱第２条第２項に定める団体及び共同体のほか、令和５年４月１日から令和６年３

月３１日までの間、市内に主たる事務所および活動拠点を有する事業者団体等（規約等

により代表者が存在し、会計管理が適切になされている任意団体を含む。）を対象とする。 

  

３．補助対象とする事業 

  要綱第３条に定める事業で、次のいずれかの取り組みが図られている事業について補

助する。 

（１）イベントの開催を伴い、賑わいの創出が図られている事業 

（２）商店街等との連携により、商業の振興が図られている事業 

（３）広く異業種間の連携が図られ、地域経済の活性化が図られている事業 

※音楽、文化及びスポーツ等の振興が目的の事業で上記（１）、（２）の取り組みが図

られている事業も含む。 

 

４．補助対象としない事業及び経費 

  次の事業及び経費については、補助対象としない。 

（１）福島市以外で実施される事業及びその派遣に係る経費が中心となっている事業 

（２）特定の個人、団体のみが参加する事業 

（３）プレミアム商品券、安売り等が中心となっている事業 

（４）スタンプラリー事業及び抽選会等が中心となっている事業 

（５）同一団体が同一事業を年２回実施する事業 

 

５．補助の実施期間について 

  補助金の交付決定を受けた日の属する年度の３月３１日までとする。 

   

６．補助金の支払いについて 

  補助事業終了後、補助事業実績報告書を提出した後、補助金額の確定指令をもって

補助金等請求書を提出し、指定口座への振込みとする。 

（申請者と同名義の口座で精算払いを原則とする。） 
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７．提出書類 

（１）申請関係 

  ①補助金等交付申請書（様式第１号） 

②事業計画書（任意の様式も可） 

  ③収支予算書（任意の様式も可） 

  ④実施団体の定款（規約）、役員名簿 

  ⑤見積書等その他必要な書類 

（２）実績報告関係 

  ①補助事業等実績報告書（様式第３号） 

  ②事業報告書（任意の様式も可） 

  ③収支決算書（任意の様式も可） 

  ④ポスター、パンフレット、チラシ等の成果品及びイベントの状況が分かるもの（新

聞記事、写真等） 

  ⑤支払いの状況が分かるもの（領収書の写し等） 

  ⑥補助金等交付請求書（様式第４号）※確定指令後に提出。 

 

８．その他 

  補助を受けて作成する印刷物（チラシ、パンフレット、ポスター等）や、ホームペ

ージ等については、下記ロゴマークを使用すること。 

 

（ロゴマーク）ＨＰよりダウンロードできます。 

 


